
有田川町商工会

有⽥川��⼯�

情�提供��
事業のご�内



⽬
 
 
 
 
次 03 申�書��例

お知らせ掲⽰� ��例
Instagram 掲�イメージ
事業���告書 ��例

掲�イメージ〜⾃����〜
13
14
15
16

事業��の背�
��事項、�事業の��
お申し�み⼿順

事業����
03
04
05

01

申�書��例
お知らせ掲⽰� ��例
Instagram 掲�イメージ
事業���告書 ��例

掲�イメージ〜�品���〜
07
08
09
10

02

申�書��例
お知らせ掲⽰� ��例
Instagram 掲�イメージ
事業���告書 ��例
留�事項

掲�イメージ〜採⽤希�情�
18
19
20
21
22

04

01



E x e c u t i v e  S u m m a r y

事業����01
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人手不足

地域の活力の低下
（＝地域経済の停滞）

事業者の減少
後継者不足

人口減少→需要の停滞
→販路開拓の必要性

 この度、有⽥川��⼯�では�員なら�もが利⽤できる「情�提供��事業」を�たに開
�します。この事業は�⼯�員同⼠、�員ではない地元内�の�々に『知ってもらう・利⽤
してもらう・�募してもらう』を促す事業になります。
 �員事業�の�さまが�いに�流するだけでなく、地元内�に発�することで事業�の�
さまの�題�決に��していくことを⽬指していきますので、是�ご利⽤ください。

 �⼿不⾜や物価�、�発する⾃�災�など�々な����が�業��に��を�ぼしていま
す。そのため、�材採⽤（＝�⼿不⾜の��）や�品開発やPR（＝売上UPと粗利�率の�保）
など�くの事業者が�えている�題の�決につなげることを⽬的に��していきます。

原油高
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①の内容を有⽥川町商⼯会の
��  �Instagramで地元外へ周知

（イメージ）
 会員同⼠がお知らせする
 掲⽰板になります。

①

②

会報ありだがわでの
    特設ページの開設

以下の２本柱を軸に①商工会組織全体→②地域内外の順に宣伝周知をしていきます。
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※ と の順�は前�しても
 構いません。

① ②

商工会員

商工会員

商工会員
・・・

申込書

事務局

②会報に掲載

商⼯会組織

③商工会の
　  　Instagramで掲載

会員事業所の
ターゲット顧客

etc

その他企業
（to B向け）

求職者

地元内外

①申込書を受領



その他、ご不�な点がある場�などには、ご�慮なく�⼯�（担当 �井）までご��ください。

会員事業者にしていただくこと
商⼯会事務局がさせていただくこと

有⽥川��⼯�の  Ins tagramで
 地元内�に周知させていただきます。
※ご希�により、    と     の順�を�れ替えさせて
  いただいても構いません。

02 03

���果�告書を と の�了�、
 ３ヶ⽉�内にご提�いただきます。

02 03

01 ��の申�書をご��の上、
     �⼯�にご提�ください。

02

03

04

※申�書はⅰ）⾃���専⽤ ⅱ）��品��⽤ 
 ⅲ）��専⽤になりますので、それぞれ��の⽤�を
 ご利⽤ください。
※各申�書は有⽥川��⼯�のH Pからもダウンロード
 できますのでそちらから��の上、ご利⽤ください。
※��データはメールでご提供ください。
 ��を��することも可�ですが、��申告時期や�助金
 申��援時期など、すぐに��できない時期もございます。

内�をご��の上、ご提�された⽉の
�⽉の��ありだがわに掲�させて
いただきます。（�め切り �⽉ 15⽇）
※掲�前に��の���頼をさせていただきます。

※��告書の提�は必ずご提�ください。
 �事業は�期的な�題�決だけでなく、�告書作成を�じた
 �果の�り�りを⾏うことで、⾃�の��など、事業者さまの
 ��⼒向上につなげることを⽬的としています。

※いただきました�告書はこの事業の良い点、�い点を⾒つめ、
 ��のサービス向上に�立てさせていただきます。
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P o s t e d  i m a g e

掲�イメージ
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１枚目　　　　　　　 ２枚目

３枚目　　　　　　　 ４枚目
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P o s t e d  i m a g e

掲�イメージ
  〜⾃����〜
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１枚目　　　　　　　 ２枚目

３枚目　　　　　　　 ４枚目
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P o s t e d  i m a g e

掲�イメージ
 〜採⽤希�情��〜
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１枚目　　　　　　　 ２枚目

３枚目
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・このサービスを利⽤できるのは『�員のみ』になります。

・利⽤に�しては�則、�料です。

・利⽤回�は 1事業�あたり年度につき3回までとさせていただきます。
 なお、�品開発など同⼀テーマを��回、利⽤することも可�です。

・申し�みにあたりサポートが必�な場�は�時、
 ��させていただきますが、��申告時期や�助金
 申��援時期などの�にはすぐ��できないことも
 ありますので、ご了�ください。

・��形式は現時点で『フィード��』（右��）のみ
 となります。
 ��、����を�り�しながら、形式の��・内�
 の��を⾏っていく予�です。

・���度は基�、�⽇に1回を⽬処にしていく��です。

・��内�は基�的に��パータンを�けております。
 オリジナル性のある��内�にできないこともあり
 ますのでご了�ください。 

・��に�することは�業���に��しないように
 するために「情�提供」という形式になります。
 そのため、��者と事業者の間で双�をつなぐなどの
 やり�りが⼀切当�ではできません。

・また、�事業の成果と��より��を�っていくことを⽬的に
 �サービスをご利⽤いただいた事業者は�果内�を当�に�告
 していただきます。（義�）

・有⽥川��⼯� Ins t agramアカウントへのダイレクトメッセージ等
 ではお問い�わせ��をしておりませんので、ご了�ください。

・その他、��内�は都度、�更することもありますので、ご了�
 ください。

・�事業で�売促�・��募�の情�提供をした�果、お��や��者
 の�からの苦情等に�して責任は負いかねます。
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有⽥川町商⼯会の理念

�⼯�は�員事業�の��向上や
 �⽤��につながる���援を
              �⼤の使�とします。

有田川町商工会
〒643-0021
　和歌山県有田郡有田川町下津野276-3
　☎0737-52-5701　FAX:0737-52-2999
　✉aridagawa@w-shokokai.or.jp
　HP：https://www2.w-shokokai.or.jp/aridagawa/


